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＝4月より、健康保険の被扶養者認定における判定方法が変更に＝

作成日：2026.1.19

厚生労働省は、2026年4月より、社会保険の年収130万円未満
（注）に関する被扶養者認定において、新しい年収確認方法に変更
します。（注：認定対象者が60歳以上の人または一定の障害者の
方は180万円未満、19歳以上23歳未満（被保険者の配偶者を除
く）の方は150万円未満）

今回の改正の趣旨は、就業調整対策の観点から、被扶養者認定
の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を
用いて被扶養者の認定を行うものになります。

130万円未満（注）であるか否かの判断は、労働条件通知書等の
労働契約内容が確認できる書類において
時給・労働時間・日数・諸手当・賞与等を用いて判断します。
書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外
労働に対する賃金等は年間収入の見込額に含めません。

なお、労働契約の更新や労働条件に変更があった場合には、
条件変更の都度、書面の提出が必要となります。

労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、
勤務先から発行された収入証明書や課税（非課税）証明書等に
より年間収入を判定します。

この機会に労働条件通知書等の整備や見直しで、社労士を活用されてみてはいかがでしょうか。

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

＝労働保険料（労災保険料＋雇用保険料）の納付に口座振替を活用されませんか？＝

毎年労働保険料を
7月10日までに振込
していましたが、口座
振替を利用した方が
メリットがあるので
しょうか。

事前に、振替金
額を教えても
らえるのでしょ
うか。

納付書で納付する場合の期限は7月10日ですが、口座振替に変更した場合は、法定
納付日が9月6日（口座振替納付日が土日祝の場合は変更）となり、約2ヶ月も期間

にゆとりが生まれます。 毎回、
金融機関の窓口に行く手間や待  

  ち時間が解消されますし、納付
  忘れがなくなるため、 延滞金を
  課される心配もなくなり   

                                                             ます。手数料もかかりませ
り んのでおすすめです。

＜今月のQ＆A＞
・労働保険料（労災保険料＋雇用保険料）の 
 納付に口座振替を活用されませんか？

←バックナンバーはこちら
  からご覧いただけます

❶ ❷ ❸

❹

❺ ❻

口座振替を利用
するためには、
どのように手続
きをすれば良い
のでしょうか。

お近くの労働局や労働基準監督署に申込用紙があります。
下記の厚生労働省ウェブサイトからもダウンロードが可能です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_moushikomi.html

希望する取扱金融機関の窓口へ、2月25日までに提出すれば、2026年
度の労働保険料から口座振替が利用できます。※申込締切日を過ぎて
提出された場
合は、次の期
からの振り替

えとなります。

口座振替の約2～3週間前に、
振替金額や口座名義、振替日等を
記載したハガキが届きます。
また、口座振替されてから、約3週
間で結果通知ハガキも送付されま
す。振替日に保険料の引落しが出
来なかった場合も、連絡が
ありますので、労働保険料の
口座振替をご活用され
てはいかがでしょうか。

【現行ルール ～2026年3月】

被扶養者の過去の収入、現時点で
の収入または将来の見込みなど
から、今後1年間の収入見込み

課題：残業や一時的な収入変動に
 より予測が困難

【新ルール 2026年4月以降】

労働契約（労働条件通知書等）で
定められた賃金に基づき年収を
判定

メリット：契約書ベースで判断さ
れるため「予見可能性」が高い

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_moushikomi.html
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